
地域生活支援拠点等の整備について（進捗報告） 

 

１ 地域生活支援拠点等の整備とは 

障がい者の高齢化・重度化や「親亡き後」等を見据えて、国が示している居

住支援の５つの機能（相談支援、体験の機会・場の提供、緊急時の受入れ・対

応、地域の体制づくり等）について、各市町村等が地域の実情に応じた創意工

夫により整備を進める必要がある。 

 ＜居住支援に必要な５つの機能＞ 
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 (1) 相談支援 

 (3) 緊急時の受け入れ・対応 

 (4) 体験の機会・場の確保     

 (5) 専門的人材の確保・養成   

 (2) 地域の体制づくり 



２ 居住支援の５つの機能への対応 

（１） 相談支援 

  障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要なサービスについて、相談やその

他必要な支援を行う機能 

＜取組項目＞ 

① 市障がい者相談支援センターの設置【継続】 

② 同センターに相談支援機能強化員を配置し、専門性を確保【継続】 

＜これまでの取組内容＞ 

・市内９ヵ所の市障がい者相談支援センターを基幹相談支援センターに位置づけ

て、地域の相談体制を充実させるために、センター内に相談支援機能強化員を１

名ずつ配置している。 

・地域における困難ケースへの対応や、障害の特性に起因して生じた緊急の事態

等に必要なサービスのコーディネートや相談、その他必要な支援を行っている。 

＜取組予定（令和 6 年度）＞ 

現在の市障がい者相談支援センターの体制を維持しつつも、月１回開催する相

談支援機能強化員会議の中で、複雑・困難ケースへの対応をはじめとして、情報の

共有を行いながら、センターの連携体制の強化やスキルアップを図る。 

 

（２） 地域の体制づくり   

  地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連

携体制の構築等を行う機能 

＜取組項目＞ 

① 障がい者相談支援センターに地域支援員を１名ずつ配置【継続】 

② 同センターで地域支援事業を実施し、関係機関間のネットワークづくり【継続】 

③ 地域における社会資源を整理及び見える化を図る 

＜取組内容（令和５年度）＞ 

・ささえりあや民生委員等の地域の様々な関係機関とのネットワークの構築及

び連携を図っている。 

・地域の社会資源のマップを作成し、周知の準備を行っている。 

＜取組予定（令和 6 年度）＞ 

・地域の関係機関とのネットワーク作りを引き続き行っていくとともに、地域全

体での障がいへの理解促進や災害時における支援体制の検討を進めていく。 

・地域の社会資源マップの活用を進めていく。 



（３） 緊急時の受け入れ・対応  

  短期入所等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障

がい児者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行

う機能 

＜取組項目＞ 

① 緊急時の受入対応ができるサービス施設の確保【継続】 

② サービス施設以外での受け入れ先の確保を検討【継続】 

＜取組内容（令和５年度）＞ 

・緊急時の受け入れ対応を検討するプロジェクトチームにおいて、現状の共有と

アイデア出しを行った。 

※入所施設だけでなく、短期入所事業所や日中サービス支援型のグループホー

ムでの受け入れの可能性も検討。 

＜取組予定（令和 6 年度）＞ 

・入所施設だけでなく、短期入所事業所や日中サービス支援型のグループホーム

での空き情報の把握や受け入れ体制の可否について更に整理を進めていく。 

・緊急時の受け入れの際の手順のマニュアルやフローチャートを作成し、関係機

関間の情報共有を行っていく。 

 

（４） 体験の機会・場の確保  

  地域移行や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの

利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 

＜取組項目＞ 

① グループホームの空き情報の見える化を図る【継続】 

② 体験の機会・場を提供できるグループホームを確保【継続】 

＜取組内容（令和５年度）＞ 

・体験の機会や場の確保を検討するプロジェクトチームにおいて、現状の共有と

アイデア出しを行った。 

・グループホーム事業所へのアンケート調査を実施し、体験利用等の現状の把握

を行った。また、グループホーム事業所を対象とした研修会を開催する。 

＜取組予定（令和 6 年度）＞ 

・グループホームの空き情報の見える化を図って体験利用に繋げるため、情報発

信サイトの住まいプラグの活用を進めていく。 

・グループホームの研修会等を通じて、事業所間のネットワークづくりを行い、

体験の機会・場を提供できる事業所の確保を目指していく。 



（５） 専門的人材の確保・育成   

  医療的ケアが必要な者や行動障がいを有する者、高齢化に伴い重度化した

障がい者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な

対応ができる人材の養成を行う機能 

＜取組項目＞ 

① 相談支援専門員のスキルアップ【継続】 

② 医療的ケア児等コーディネーターの養成【継続】 

③ 障害児通所支援事業所の支援者のスキルアップ【継続】 

＜取組内容（令和５年度）＞ 

・各区の相談支援ネットワーク会議や相談支援部会等において、相談支援専門員

の専門的な知識の向上を図った。 

・医療的ケア児の支援に必要な知識を習得するための養成研修やコーディネー

ターの意見交換会を実施した。 

・児童発達支援センター機能強化事業を通じて、障害児通所支援事業所の支援者

のスキルアップを図るための研修等を行った。 

＜取組予定（令和 6 年度）＞ 

・令和 5 年度の取組内容を継続して実施していく。 

 

 


